
船舶事故等調査報告書 

平成２７年５月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１５門第８号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２６年１２月２２日 ０４時５０分ごろ 

発生場所 山口県山陽小野田市小野田港南方沖 

小野田港防波堤灯台から真方位１９７°２,３００ｍ付近 

（概位 北緯３３°５７.２２′ 東経１３１°０９.４４′） 

事故等調査の経過  平成２７年１月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

貨物船  第三蛭子
え び す

丸、１５５トン 

 １３４５５８、昭栄海運株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長、四級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 右舷ビルジキールに曲損 

 事故等の経過  本船は、船長ほか２人が乗り組み、船首約１.２ｍ、船尾約２.６ｍ

の喫水により、積荷役待機のため、小野田港内において、左舷錨を海

中に投入し、錨鎖約２.５節を伸出して錨泊を開始し、平成２６年 

１２月２１日１８時００分ごろ、船橋を無人とした。 

  船長は、２２日００時００分ごろ、昇橋して船位に変化がないこと

を確認した後、自室で就寝していたところ、０４時５０分ごろ、突

然、船体から発せられた音によって目覚めて昇橋し、山陽小野田市所

在の産炭地岸壁西側付近の捨て石に乗り揚げていることを知った。 

  船長は、主機を始動して揚錨し、安全な海域に移動して浸水の有無

等を確認するとともに、関係各所に事故の発生を連絡した。 

 気象・海象 乗組員による観測 

  気象：天気 晴れ、風向  西、風力  ２～３ 

  海象：海上  平穏 

宇部地域気象観測所における１２月２２日の観測値 

時刻 降水量(mm) 
風向・風速(m/s) 

平均 風向 最大瞬間 風向 

00:10 0.0 2.7 北北西 6.2 北西 

00:20 0.0 2.1 北 3.6 北 

00:30 0.0 1.8 北北西 3.6 北 

00:40 0.0 1.4 北北西 5.1 北北東 

00:50 0.0 4.9 西北西 10.8 西 

01:00 0.0 2.7 北西 9.3 西 



01:10 0.0 2.8 北 7.2 北 

01:20 0.0 5.5 西北西 15.9 西北西 

01:30 0.0 3.7 西北西 7.2 北西 

01:40 0.0 3.1 西北西 6.7 西北西 

01:50 0.0 1.8 北北西 3.6 北 

02:00 0.0 0.7 北 2.1 北北西 

02:10 0.0 1.9 北 3.1 北北西 

02:20 0.0 2.3 北北西 5.7 北西 

02:30 0.0 3.2 北西 6.7 西北西 

02:40 0.0 3.5 北 6.7 西北西 

02:50 0.0 2.9 北 5.7 北 

03:00 0.0 2.9 北西 6.2 西 

03:10 0.0 3.7 北西 7.2 西 

03:20 0.0 3.0 北 5.1 北 

03:30 0.0 2.0 北 3.1 北北東 

03:40 0.0 1.8 北 3.6 北北西 

03:50 0.0 2.3 北北西 5.1 北北西 

04:00 0.0 2.5 北北西 5.7 北北西 

04:10 0.0 3.2 北北西 6.2 北西 

04:20 0.0 3.1 北北西 7.2 北北西 

04:30 0.0 3.3 北北西 7.7 北北西 

04:40 0.0 2.6 北北西 6.7 北西 

04:50 0.0 3.3 北西 6.7 西北西 

（以下、省略） 

  山口県西部には、１２月２１日１４時１４分、下関地方気象台か

ら、風雪及び波浪の各注意報が発表され、海上においては、２２日明

け方をピークに最大風速１４m/s の北西風を生じ、波高が１.５ｍとな

る旨の予報が出されており、本事故時、同注意報が継続中であった。 

 その他の事項   海図Ｗ１１３５（小野田港）によれば、本船が錨泊した地点の水深

は、約３.１～３.９ｍであり、底質は貝殻混じりの泥である。 

  本船の左舷錨は、重量５２５kg のストックレスアンカーであり、左

舷錨鎖は、フラッシュバット電接第１種の径２８mm で１５０ｍの長さ

を有していた。 

  本船では、乗組員の休息時間を確保するため、守錨当直を配置しな

いことが常態であった。 

  船長は、注意報が発表されていることを知っていたが、風速等の予

報にかかる具体的な数値については、把握していなかった。 

  船長は、本船に装備されているＧＰＳプロッターが、あらかじめ設

定した半径を離脱すれば警報音を発する機能を有していることを知ら



なかった。 

  本船の居室においては、船橋の航海計器が発する警報音は、ほぼ聞

こえなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

本船は、小野田港において、船橋を無人として錨泊中、係駐力を上

回る外力を受けて走錨したことから、港外の産炭地岸壁西側付近の捨

て石に乗り揚げたものと考えられる。 

本船は、空倉状態であり、受風面積が大きかったことから、係駐力

を上回る外力を受けたものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、小野田港において、船橋を無人として錨泊中、係

駐力を上回る外力を受けて走錨したため、港外の産炭地岸壁西側付近

の捨て石に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・守錨当直を配置するとともに、航海計器に備えられた離脱警報機

能を有効に活用すること。 

 


